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町政あんない 8

町

政

あ

ん

な

い

　
同
一
世
帯
で

一
年
間

平
成
二
十
五
年

八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一

日

の
医
療
保
険

国
民
健
康
保
険
・
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
・
被
用
者
保
険
等

の
一

部
負
担
金
等
の
合
計
額
と
介
護
保
険
の
利
用

者
負
担
額
の
合
計
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
と
き
は

超
え
た
額
が
そ
れ
ぞ
れ
の

制
度
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す

　
な
お

異
な
る
医
療
保
険
の
合
算
は
で
き

ま
せ
ん

・
自
己
負
担
限
度
額

　
加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
制
度
や
年
齢
な
ど

に
よ

て
変
わ
り
ま
す

詳
し
く
は

役
場

一
階
二
番
窓
口
住
民
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

・
申
請
方
法

　
支
給
対
象
と
な
る
方
へ

十
二
月
中
に
ご

案
内
を
郵
送
し
ま
し
た

　
な
お

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
転

出
ま
た
は
転
入
し
た
方

加
入
保
険
が
変
わ

た
方
に
つ
い
て
は

町
で
対
象
期
間
中
の

自
己
負
担
額
が
把
握
で
き
な
い
た
め
案
内
で

き
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

お
心
当
た

り
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
自
己
負
担
の
限
度
額
や
申
請
方
法
な
ど

詳
し
く
は
保
険
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
窓

口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ
　
住
民
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療

係
　

28
・
０
９
１
７
　
福
祉
課
高
齢
者
・

介
護
係
　

28
・
０
１
０
０

　
来
年
度

神
明
公
園
に
バ
ラ
園
を
設
置
し

ま
す

植
栽

剪
定
方
法
な
ど
の
講
座
を
受

け
な
が
ら

一
年
間
バ
ラ
を
育
て
て
い
た
だ

け
る
サ
ポ

タ

を
募
集
し
ま
す

・
講
座

▼
と
　
き
　
四
月
十
八
日

土

・
五
月
二

十
四
日

日

・
九
月
五
日

土

・
平
成

二
十
八
年
二
月
六
日

土

午
前
十
時

正

午
▼
と
こ
ろ
　
航
空
館
ｂ
ｏ
ｏ
ｎ
学
習
室
▼

講
　
師
　
園
芸
研
究
家
　
横
田
直
樹
氏
▼
参

加
費
　
無
料
▼
募
集
人
数
　
十
組

二
十
人

程
度
▼
応
募
方
法
　
都
市
計
画
課
ま
で
電
話

か
フ
纊
ク
ス
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
▼
応

募
締
切
　
三
月
三
十
一
日

火

応
募
者
多

数
の
場
合
は

抽
選
と
し
ま
す
▼
問
合
せ
　

都
市
計
画
課
地
域
振
興
係
　

28
・

2
4
6
3
　
　
29
・
3
1
5
1

高
額
療
養
費
制
度
の

自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
に
は

同
じ
月
内
に
病
院

に
支
払

た
医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に

な

た
と
き
に

申
請
に
よ
り
限
度
額
を
超

え
た
分
が
支
給
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

平
成
二
十
七
年
一
月
よ
り

七
十
歳
未
満
の

方
の
自
己
負
担
限
度
額
が
左
表
の
と
お
り
変

更
さ
れ
ま
す

　
な
お

七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
方
の
自

己
負
担
限
度
額
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん

▼
問
合
せ
　
住
民
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療

係
　

28
・
０
９
１
７

バ
ラ
育
成
サ
ポ
ー
タ
ー
を

募
集
し
ま
す

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

申
請
を
お
願
い
し
ま
す

︻
豊
山
町
国
民
健
康
保
険
ま
た
は

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
︼

︻
そ
の
他
の
健
康
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
る
場
合
︼

●変更前：平成26年12月31日まで   

●変更後：平成27年１月１日以降

所得区分 1か月の自己負担限度額
（３回目まで）

４回目以降

所得区分 1か月の自己負担限度額
（３回目まで）

４回目以降

上位所得者 A

B

C

基準総所得金額
600万円超

基準総所得金額
901万円超

150,000円
   ＋

（医療費−500,000円）×1％
83,400円

一般

上位所得者

一般

区分Ａ及び区分Ｃ以外 44,400円
80,100円

   ＋
（医療費−267,000円）×1％

住民税非課税世帯

住民税非課税世帯

−

−

35,400円 24,600円

ア

イ

ウ

エ

オ

140,100円

93,000円

44,400円

24,600円

252,600円
＋

（医療費−842,000円）×1％

基準総所得金額
600万円超901万円以下

167,400円
＋

（医療費−558,000円）×1％

基準総所得金額
210万円超600万円以下

80,100円
 ＋

（医療費−267,000円）×1％

基準総所得金額
210万円以下 57,600円

35,400円

※基準総所得金額＝総所得金額等−基礎控除（330,000円）


